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■ 繰越欠損金の控除限度額の引下げ（平成 27 年度税制改正） 

大法人（資本金 1 億円超の普通法人等）の繰越欠損金の控除限度割合が、平成 27 年 4 月 1 日以後に開始

する事業年度から 80％→65％へ引下げられます。中小法人等については従来通り 100％控除できます。 
 
【決算申告にあたってのポイント】 

繰越欠損金の控除限度割合については、この先さらに 50％まで段階的に引下げられることとなっています。

平成 28 年度税制改正でもこの段階的引き下げのさらなる見直しが検討されており、税効果会計の計算につい

ては、平成 28 年度の税制改正法案の成立状況を確認の上、検討を行いましょう。 

 

■ 受取配当金の益金不算入制度の改正（平成 27 年度税制改正） 

平成 27 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度から、益金不算入の対象となる株式等の区分及び益金不算入

割合、負債利子控除の対象が改正されています。 
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名称 
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【決算申告にあたってのポイント】 

適用初年度となる平成 28 年 3 月期については、すべての法人が控除負債利子の計算を「原則法」で行うこ

とになります。この際、使用する「前期末の株式等の帳簿価額」「前期末の総資産の帳簿価額」は、有価証券評

価差額等の調整をしないなど、改正後の規定により算定しなおす必要があります。 
 

■ 所得拡大促進税制は 3 年目の適用 

所得拡大促進税制は、基準事業年度と比較し 2％～5％以上給与等支給額を増加させた場合、一定要件の

もと、その支給増加額の 10％の税額控除ができる減税措置です。平成 27 年 4 月 1 日以後に開始する適用年

度は、制度開始 3 年目の適用となり、基準事業年度と比較する増加率の割合が 2％→3％へ変更となります。 

 

■ 美術品等の減価償却の検討を忘れずに 

法人税基本通達 7-1-1 等の改正により、取得価額 1 点 100 万円未満の美術品等は原則として減価償却資

産に該当することとなりました。この取扱いは平成 27 年 1 月 1 日以後に取得した美術品等について適用されま

す。なお、平成 26 年 12 月 31 日以前に取得した美術品等については平成 27 年 1 月 1 日以後最初に開始する

事業年度において減価償却資産に該当するか否か再判定を行い、減価償却資産に該当することとなった美術

品等に限り適用されます。すなわち適用初年度限定の取扱いとなり、再判定を行わないなど、減価償却資産に

振り替えない美術品等については、その後の事業年度で減価償却はできないことにご注意下さい。 
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